
亀 山 市 告 示 第 ４ ８ 号  

亀 山 市 土 地 改 良 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 土 地 改 良 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀山市土地改良事業補助金交付要綱（平成２１年亀山市告示第３７

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 を い う 。 ） 」 を 「 と い う 。 ） 、 自 治 会 及 び 個 人 （ 農 業

者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 ３ 条 中 「 団 体 」 の 次 に 「 及 び 自 治 会 」 を 加 え 、 「 ２ 人 以 上 の も

の 」 を 「 ２ 人 （ 法 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 業 （ 以 下 「 災 害 復

旧 事 業 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 １ 人 ） 以 上 の も の 及 び 個 人 が 行 う

災 害 復 旧 事 業 」 に 改 め る 。  

第 ４ 条 中 「 と し 、 当 該 事 業 が １ 自 治 会 の 受 益 者 の み で 実 施 さ れ る

場 合 は 、 自 治 会 を 単 位 」 を 「 、 自 治 会 及 び 個 人 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 相 当 す る 額 」 の 次 に 「 （ 市 か ら 原 材 料 の

支 給 を 受 け る 場 合 は 、 そ の 額 か ら 当 該 支 給 に 相 当 す る 額 を 控 除 し て

得 た 額 ） 」 を 加 え 、 「 （ １ 事 業 に つ き １ ０ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。 た

だ し 、 当 該 事 業 に つ い て 市 か ら 原 材 料 の 支 給 を 受 け る 場 合 は 、 当 該

事 業 に 要 す る 費 用 の 額 か ら 当 該 原 材 料 相 当 額 を 控 除 し て 得 た 額 と す

る 。 ） 」 を 「 。 た だ し 、 １ の 事 業 （ 災 害 復 旧 事 業 を 除 く 。 以 下 こ の

号 に お い て 同 じ 。 ） に つ き １ ０ ０ 万 円 を 限 度 と し 、 か つ 、 １ の 団 体

又 は 自 治 会 が 複 数 の 事 業 を 実 施 す る 場 合 は 、 １ の 団 体 又 は 自 治 会 に

つ き １ 年 度 ２ ０ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

第 ６ 条 の 見 出 し を 「 （ 事 業 採 択 申 請 書 の 提 出 ） 」 に 改 め 、 同 条 中

「 あ ら か じ め 」 の 次 に 「 事 業 採 択 申 請 書 （ 別 記 様 式 ） を 」 を 加 え 、

「 そ の 旨 を 申 し 出 」 を 「 提 出 し 」 に 改 め る 。  



附 則 の 次 に 、 次 の 様 式 を 加 え る 。  



別記様式（第６条関係）

亀山市長　　　　　　 　　　様

申請者　　　
（団体等）

住 所

団 体 名

氏 名 印

電 話

記

工事種目 工事（工種 ）

要望延長 ｍ （現況延長 ｍ）

要望巾 ｍ （現況巾 ｍ）

要望高さ ｍ （現況高 ｍ）

関係者数・関係面積 人　　・ ㎡

施行希望年月日 　　　　　年　　　　月　　　　日

申請区分 □ 地元施工（補助金等交付）　・ 　□ 市へ委託（分担金徴収）

原材料支給要望の有無　(上記の申請区分が地元施工の場合) □ 有　・　□ 無

改良理由

　

※添付書類：

　亀山市　　　　　 　　　　字　　　　　　　地内の農業用施設を下記の理由により改良する

必要があるので、市単土地改良事業として採択していただきたく申請します。

施工前写真、位置図

　　　年　　　月　　　日

事 業 採 択 申 請 書



附  則  

こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


